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■対象者
・戸別所得補償モデル対策の加入者

　（農家・集落営農等）

■利子補給の要件
・貸付の上限額は米戸別所得補償モデル事業

　の交付対象面積に定額交付金分１万５千円

　/10アールを乗じた金額です。

・利子補給期間は、貸付日から米戸別所得補

　償モデル事業の交付金が入金される日までを

　対象とします。

行政知っ 情報

問い合わせ●町建設課　上下水道班　☎0187-84-4910

 合併浄化槽を設置する場合は、申請により設置

費用の一部を補助していますが、今年度の予定数

が残り６基（10月20日現在）となりました。

　設置を予定されている方は、お早めにお申し込

みください。

※特別な事情がある場合は建設課上下水道班にご

　相談ください。ただし、設置可能を約束するも

　のではありません。

問い合わせ●町教育委員会　幼児教育課　☎0187-84-1112

問い合わせ●町教育委員会　学務課　☎0187-84-4914

募集内容●中学校統合に伴う各校の備品の調査、

　　　　　確認およびパソコンへのデータ入力。

　　　　　（物品の整理・運搬作業あり）

募集人数●６名

必要資格●資格不問。ただし、パソコン、デジタ

　　　　　ルカメラの操作ができる方。

勤務場所●町内の中学校のいずれか

勤務期間●平成22年12月１日～平成23年３月下旬

勤務時間●１日７時間45分　週５日勤務

時　　給●710円（その他手当なし）

加入保険●健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

申込方法●応募はハローワーク（☎0187-63-0335）

　　　　　を通じて行ってください。

申込期限●11月12日㈮

中学校備品等整理調査の臨時職員を募集します

募集内容●保育士・幼稚園教諭、または保育補助員

　　　　　※保育補助員は資格を必要としません。

募集人数●１名（資格者優先）

勤務場所●千畑幼稚園・保育園（なかよし園）

勤務期間●平成22年11月15日～平成23年３月31日

勤務時間●原則として週40時間以内

時　　給●760円～810円（その他手当なし）

加入保険●健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

申込方法●応募はハローワーク（☎0187-63-0335）

　　　　　を通じて行ってください。

申込期限●11月９日㈫

幼稚園・保育園の臨時職員を募集します
問い合わせ●JA各支店または町農政課　農業振興班　☎0187-84-4908

　米の概算金の下落等に伴う資金不足への対応など、

当面の支払いに対する短期の融資（つなぎ資金）に

対して、町では右の要件で利子補給（最大1.1％）

を行います。どうぞご利用ください。

農業関係の短期融資への利子補給を行います

問い合わせ●町建設課　建設管理班　☎0187-84-4910

　宅地内の垣根や立木の枝は除雪作業の支障とな

るだけでなく、窓ガラスにぶつかるなど除雪車を

壊してしまう場合があります。

　道路上にはみ出した垣根や立木の枝は、所有者

の責任で事前に切り落とすなどの対応をお願いし

ます。また、雪の重みなどで道路上にはみ出して

いる枝については、事故防止のため、緊急に町で

切り落とす場合があります。あらかじめご了承く

ださい。

除雪作業や冬期間の通行止めに
ご理解・ご協力ください

雪の季節を迎えます

　下記の町道は雪崩の危険があるため、冬期間は

通行止めとします。通勤等でご利用されている

方々にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協

力をお願いします。

町 道 名●七滝・仏沢線

規制区間●千畑温泉（仏沢地内）から

　　　　　六郷東根字七滝地内まで

規制期間●平成22年12月10日～平成23年３月31日

垣根や立ち木の枝処理をお願いします 冬期間の通行止めについて

　秋田おばこ農協
　　・千畑支店　　　☎0187-85-4111
　　・六郷支店　　　☎0187-84-1444
　　・仙南支店　　　☎0187-82-1111
　秋田ふるさと農協
　　・金沢総合支店　☎0182-37-2122

問い合わせはＪＡ各支店または町農政課へ

今年度の設置補助金が残り少なくなりました
合併浄化槽を設置予定の方へ

申し込み締め切りは12月10日㈮です。

大曲税務署　☎0187-62-2191問い合わせ

税務署からのお知らせ

　このたび、遺族の方が年金として受給する生命保

険のうち、相続税の課税対象となった部分について
は、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所

の判決がありました。そこで、このような年金に係

る税務上の取り扱いを改めることとしましたので、

お知らせします。

　これにより、平成17年分から平成21年分までの各

年分について、所得税が納めすぎとなっている方に
つきましては、その納めすぎとなっている所得税が
還付となります。
　お手数をおかけしますが、必要なお手続き（更正

の請求または確定申告など）をしていただきますよ

う、お願いいたします。

　取り扱いの変更の対象となる方や、所得税の還付

の手続きについては、下記ホームページをご覧いた

だくか、大曲税務署までお問い合わせください。

※平成17年分について、早い方は平成22年12月末が

　還付できる期限となりますので、お早めのお手続

　きをお願いします。

※受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課

　税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納

　税額が生じなかった方も対象となります。

相続または贈与等に係る生命保険契約や
損害保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いの変更について

国税庁ホームページ　http:// www.nta.go.jp/
大曲税務署　☎0187-62-2191
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